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（
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１

目

次

告

示

○
宅
地
建
物
取
引
業
法
第
六
十
七
条
に
よ
る
告
示
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…（
住
宅
政
策
本
部
民
間
住
宅
部
不
動
産
業
課
）…
一

公

告

○
市
街
地
再
開
発
組
合
の
理
事
長
の
就
任
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
再
開
発
課
）…
一

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
五
百
九
十
七
号

次
の
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
事
務
所
の
所
在
地
を
確
知
で
き
な
い

の
で
、
宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六

号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
旨
告
示
す
る
。

こ
の
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
て
も
当
該
宅
地
建
物
取
引

業
者
か
ら
申
出
が
な
い
と
き
は
、
宅
地
建
物
取
引
業
法
第
六
十
七
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
右
三
十
日
を
経
過
し
た
日
を
も
っ
て
当
該

宅
地
建
物
取
引
業
者
の
免
許
を
取
り
消
す
。

令
和
七
年
五
月
二
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

商
号

ザ
オ
ー
ル
エ
ス
テ
ー
ト
株
式
会
社

二

代
表
者
氏
名

代
表
取
締
役

北
原

丈
夫

三

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

渋
谷
区
桜
丘
町
二
十
三
番
十
七
号
シ
テ
ィ
コ
ー

ト
桜
丘
四
〇
八

四

免
許
証
番
号

東
京
都
知
事
⑶
第
九
三
二
六
八
号

五

免
許
年
月
日

令
和
三
年
八
月
十
二
日

公

告

市
街
地
再
開
発
組
合
の
理
事
長
の
就
任
に
つ
い
て

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
二
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
西
日
暮
里
駅
前
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

か
ら
次
に
掲
げ
る
者
が
理
事
長
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
五
月
二
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

氏
名

村
田

常
彦

二

住
所

荒
川
区
西
日
暮
里
五
丁
目
三
十
二
番
十－

五
〇
一
号

ビ
ガ
ー

Ｍ
＆
Ｍ
ビ
ル
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